
児童虐待とは 保護者がその監護する18歳未満の児童に対し、

「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」

の行為を行うことをいいます。

県民の方へ 虐待から子供を守るためには、地域の皆さんの気づきが重要です。子

供のひどい泣き声がする、大人の怒鳴り声が聞こえる、不自然な傷やあ

ざがあるなど「虐待かも…」と思うようなことがあれば、迷わず110番通

報や児童相談所虐待対応ダイヤルへ連絡をしてください。

各種相談窓口（２４時間受付）～児童虐待かも…と思ったら～ 
                                                                

〇児童相談所虐待対応ダイヤル 局番なしの１８９（いちはやく）  

〇子育ての悩み児童相談所相談専用ダイヤル   

０１２０－１８９－７８３（いちはやく おなやみを） 
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ひとりで悩まないで 

 ～犯罪の被害に遭われた方へ～ 
 

＜警察の相談窓口＞ 

困ったときは、お早めにご相談ください 

事件・事故にあったときは、相談電話ではなく、すぐ110番へ！ 

 警察安全相談電話 #9110又は082-228-9110 

 性犯罪相談電話  #8103又は0120-630-110 

 お近くの警察署でも、ご相談に対応しています 

＜公益社団法人広島被害者支援センター＞ 

事件や事故の被害に遭われた方やそのご家族をサポートする団体です。 

相談無料・秘密厳守 

相談電話：082-544-1110 

受付時間：毎週月～土曜日９:00～17:00 

(祝日、８月13日～16日、12月28日～１月４日を除く) 

面接相談：予約が必要です。まずは電話で相談してください。 

詳しくはホームページをご覧ください。https://vac-hiroshima.org/ 
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